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　市川市議会は年４回、２月、６月、
９月、12 月に定例会を開きます。
　（開会予定日は６面に掲載してい
ます）
　市議会だよりは原則として定例会
が終了した月の翌々月の第２土曜日
と１月１日に発行（新聞折り込み）
しています。

12月定例会

介
護
保
険
条
例
・
都
市
公
園
条
例
な
ど
改
正

市
長
提
出
議
案
32
件
を
可
決

　

市
議
会
は
、
平
成
22
年
12
月
定
例
会
を
11
月

26
日
か
ら
12
月
13
日
ま
で
開
催
し
ま
し
た
。

　

12
月
定
例
会
で
は
、
市
長
か
ら
市
川
市
介
護

保
険
条
例
の
一
部
改
正
、
市
川
市
都
市
公
園
条

例
の
一
部
改
正
、
市
川
市
少
年
自
然
の
家
の
設

置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
、
平

成
22
年
度
市
川
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
６

号
）
な
ど
の
議
案
32
件
、
報
告
４
件
が
提
出
さ
れ
、

議
員
か
ら
は
、
市
川
市
特
別
職
の
職
員
の
給
与

及
び
議
員
報
酬
等
並
び
に
旅
費
及
び
費
用
弁
償

に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
、
ヒ
ト
Ｔ
細
胞
白

血
病
ウ
イ
ル
ス
１
型
（
Ｈ
Ｔ
Ｌ
Ｖ―

１
）
総
合
対

策
を
求
め
る
意
見
書
の
提
出
に
つ
い
て
な
ど
の

発
議
11
件
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
他
、
請

願
及
び
陳
情
の
審
議
、
29
人
の
議
員
に
よ
る
一

般
質
問
な
ど
を
行
い
ま
し
た
。

　

本
会
議
で
の
採
決
の
結
果
、
市
長
提
出
議
案

の
32
件
を
原
案
通
り
可
決
し
た
他
、
議
員
提
出

の
条
例
改
正
案
１
件
及
び
意
見
書
案
６
件
を
可

決
、
意
見
書
案
４
件
を
否
決
し
ま
し
た
。
こ
の
他
、

陳
情
４
件
を
不
採
択
と
し
ま
し
た
。

● 議 員 か ら の 寄 附 は 公 職 選 挙 法 で 禁 止 さ れ て い ま す ●

◆
主
な
議
案

○
市
川
市
介
護
保
険
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　

要
介
護
認
定
等
の
審
査
判
定
業
務
を
行
う
介
護
認
定
審
査
会
の
委
員
の
負
担
軽
減
を

図
る
こ
と
に
よ
り
、
効
率
的
か
つ
円
滑
な
介
護
認
定
を
行
う
た
め
、
介
護
認
定
審
査
会

の
委
員
の
定
数
を
70
人
か
ら
１
０
０
人
以
内
に
増
員
す
る
も
の
で
す
。

　

【
主
な
質
疑
】

　

「
今
回
の
条
例
改
正
の
経
緯
・
根
拠
は
何
か
」
と
の
質
疑
に
対
し
、
「
介
護
認
定
審
査

会
は
、
医
療
・
保
健
・
福
祉
等
の
各
分
野
か
ら
任
命
さ
れ
た
70
人
の
委
員
が
10
の
班
に

分
か
れ
て
、
各
班
が
毎
週
１
回
審
査
会
を
開
催
し
て
い
る
。
各
班
の
中
に
２
週
に
１
回

出
席
す
る
委
員
と
毎
週
１
回
出
席
す
る
委
員
が
お
り
、
毎
週
出
席
す
る
委
員
の
負
担
が

大
き
い
こ
と
か
ら
負
担
軽
減
を
図
る
た
め
、
委
員
の
定
数
を
30
人
増
員
し
１
０
０
人
と

す
る
こ
と
に
よ
り
、
全
委
員
が
２
週
に
１
回
の
出
席
と
な
り
、
よ
り
効
率
的
か
つ
円
滑

な
審
査
・
判
定
が
行
え
る
も
の
と
考
え
て
い
る
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
「
申
請
か
ら
判
定
ま
で
の
期
間
は
、
原
則
30
日
以
内
と
な
っ
て
い
る
が
、
新

規
申
請
の
場
合
、
平
均
36
日
程
度
か
か
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
期
間
が
30
日
を

超
え
て
い
る
理
由
と
短
縮
す
る
こ
と
は
可
能
か
」
と
の
質
疑
に
対
し
、
「
審
査
・
判
定

ま
で
に
期
間
を
要
し
て
い
る
理
由
と
し
て
は
、
主
治
医
意
見
書
の
入
手
に
時
間
が
か
か

る
場
合
、
訪
問
調
査
に
お
い
て
対
象
者
の
心
身
の
状
態
が
不
安
定
で
調
査
が
で
き
な
い

場
合
、
調
査
時
に
立
ち
会
う
家
族
等
の
都
合
な
ど
に
よ
り
、
期
間
を
要
す
る
場
合
が
あ

る
。
主
治
医
意
見
書
や
訪
問
調
査
票
の
早
期
入
手
、
更
に
は
事
務
処
理
等
を
検
証
し
、

引
き
続
き
一
日
で
も
早
い
審
査
・
判
定
に
努
め
て
い
く
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

○
市
川
市
都
市
公
園
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　

国
府
台
公
園
の
野
球
場
及
び
体
育
館
の
維
持
管
理
費
に
充
て
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
施

設
の
用
途
・
目
的
を
妨
げ
な
い
限
度
に
お
い
て
、
商
業
広
告
物
を
掲
出
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
す
る
も
の
で
す
。

○
市
川
市
少
年
自
然
の
家
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　

市
川
市
少
年
自
然
の
家
に
つ
い
て
、
利
用
者
の
利
便
性
の
向
上
を
図
る
た
め
、
平
成

23
年
度
か
ら
祝
日
を
開
所
日
と
す
る
も
の
で
す
。

○
平
成
22
年
度
市
川
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
６
号
）

　

一
般
会
計
補
正
予
算
案
は
、
生
活
保
護
扶
助
費
な
ど
22
億
６
４
５
９
万
７
千
円
を
追

加
し
、
歳
入
歳
出
の
総
額
を
そ
れ
ぞ
れ
１
３
１
７
億
５
２
１
３
万
３
千
円
と
す
る
も
の

で
す
。

◆
主
な
発
議

○
市
川
市
特
別
職
の
職
員
の
給
与
及
び
議
員
報
酬
等
並
び
に
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す

る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
（
上
欄
参
照
）

○
ヒ
ト
Ｔ
細
胞
白
血
病
ウ
イ
ル
ス
１
型
（
Ｈ
Ｔ
Ｌ
Ｖ
‐
１
）
総
合
対
策
を
求
め
る
意
見
書

の
提
出
に
つ
い
て

　

成
人
Ｔ
細
胞
白
血
病
（
Ａ
Ｔ
Ｌ
）
や
脊
髄
疾
患
（
Ｈ
Ａ
Ｍ
）
を
引
き
起
こ
す
ヒ
ト
Ｔ

細
胞
白
血
病
ウ
イ
ル
ス
１
型
の
感
染
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
、
診
療
拠
点
病
院
の
整
備

や
予
防
・
治
療
法
の
研
究
開
発
、
国
民
へ
の
正
し
い
知
識
の
普
及
啓
発
等
の
対
策
を
総

合
的
に
推
進
す
る
よ
う
政
府
に
求
め
る
も
の
で
す
。

◆
報
　

告

　

専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
等
の
報
告
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
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都市公園条例改正で平成 23 年度か
ら商業広告物を掲出することがで
きる（点線枠部分）ようになる
国府台公園野球場（写真上）と
国府台市民体育館（写真下） 　  

　市川市特別職の職員の給与及び議員報酬等並び

　に旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正

　市議会は 12 月定例会で、昨今の厳しい経済状況を考

慮し、平成 22 年度の議員の期末手当支給額を年間 0.2

か月相当分引き下げる条例案を発議し、これを全会一

致で可決しました。

　また、市長から、国の人事院勧告等を考慮し、一般

職職員及び特別職職員等の期末手当の引き下げ等を

行う各条例案が提出され、いずれも可決されました。
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か
い
づ
　

勉
議
員
（
道
）

　

市
民
マ
ナ
ー
条
例
を
制
定
し

て
以
来
、
熱
心
な
啓
発
活
動
等

に
よ
り
、
市
民
へ
の
浸
透
度
は

高
ま
っ
て
い
る
。
今
後
、
市
民

の
意
識
を
一
層
高
め
、
市
川
市

民
が
誇
り
に
思
い
、
全
国
か
ら

住
み
た
い
と
い
う
声
が
上
が
る

よ
う
な
、
日
本
一
美
し
い
市
川

市
を
目
指
す
べ
き
と
思
う
が
、

ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
。

日
本
一
美
し
い
ま
ち
を
目
指
す
考
え
は

市
民
全
員
の
協
力
で
進
め
た
い

市民マナー条例

答
　

こ
れ
ま
で
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
や
自

治
会
等
の
協
力
を
得
て
地
域
の

美
化
運
動
に
取
り
組
ん
で
き
た
。

日
本
一
を
目
指
す
た
め
に
は
、

規
制
を
強
化
す
る
だ
け
で
は
な

く
、
全
市
的
な
啓
発
イ
ベ
ン
ト

の
実
施
等
を
契
機
と
し
て
、
市

民
全
員
の
協
力
に
よ
り
、
歩
き

タ
バ
コ
や
ポ
イ
捨
て
が
な
く
な

る
よ
う
な
街
づ
く
り
を
進
め
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

松
永
修
巳
議
員
（
緑
風
会
）

　

平
成
21
年
９
月
定
例
会
で
東

京
メ
ト
ロ
東
西
線
田
尻
地
先
一

帯
の
鉄
道
騒
音
防
止
対
策
を
質

問
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
も

一
向
に
改
善
が
見
ら
れ
ず
、
住

民
の
日
常
生
活
に
支
障
が
生
じ

て
い
る
。
市
は
事
業
者
で
あ
る

東
京
地
下
鉄
株
式
会
社
と
協
議

を
重
ね
、
住
民
が
納
得
で
き
る

解
決
策
を
模
索
し
て
い
る
と
聞

住
民
が
納
得
で
き
る
解
決
策
の
見
通
し
は

で
き
る
限
り
の
対
策 

事
業
者
に
強
く
要
望

鉄道騒音（東京メトロ東西線田尻地先）

く
が
、
対
策
の
見
通
し
を
問
う
。

答
　

騒
音
調
査
の
結
果
、
対
岸

の
妙
典
側
の
長
い
区
間
に
設
置

さ
れ
て
い
る
軌
道
敷
へ
の
進
入

防
止
パ
ネ
ル
が
防
音
の
役
割
を

果
た
す
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
田

尻
側
の
パ
ネ
ル
は
区
間
が
短
い

こ
と
か
ら
、
事
業
者
に
パ
ネ
ル

の
延
長
と
、
で
き
る
限
り
の
対

策
を
講
じ
る
よ
う
、
強
く
要
望

し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

清
水
み
な
子
議
員
（
日
本
共
産
党
）

　

北
国
分
、
中
国
分
な
ど
市
の

北
西
部
地
域
は
、
東
京
歯
科
大

学
市
川
総
合
病
院
や
市
役
所
方

面
へ
の
交
通
の
便
が
悪
く
、
住

民
か
ら
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
の

新
設
を
望
む
声
が
多
い
。
バ
ス

の
新
規
路
線
開
設
の
要
望
に
対

す
る
市
の
対
応
を
問
う
。
ま
た
、

運
行
開
始
ま
で
に
要
す
る
期
間

や
、
車
種
の
選
択
は
ど
う
か
。

北
西
部
地
域
の
新
路
線
運
行 

市
の
考
え
は

運
行
指
針
に
基
づ
き
地
域
と
協
働
で
検
討

コミュニティバス

答
　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
は
、

市
が
定
め
る
運
行
指
針
に
基
づ

き
、
地
域
住
民
と
運
行
事
業
者

と
の
協
働
で
運
営
さ
れ
る
。
住

民
か
ら
運
行
計
画
案
を
受
け
協

議
を
始
め
る
が
、
受
け
付
け
て

か
ら
本
格
運
行
ま
で
、
通
常
は

２
年
程
度
か
か
る
。
ま
た
、
道

路
が
狭
い
場
合
は
小
型
の
車
と

す
る
な
ど
、
地
域
の
実
情
に
合

わ
せ
て
検
討
し
て
頂
き
た
い
。

秋
本
の
り
子
議
員
（
社
民
・
市
民
）

　

市
川
市
み
ど
り
の
基
本
計
画

に
お
け
る
、
み
ど
り
の
市
民
大

学
は
、
平
成
23
年
度
に
５
期
生

で
終
了
す
る
。
そ
の
修
了
生
の

中
か
ら
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
が

誕
生
し
、
本
市
の
緑
地
整
備
や

保
全
に
努
め
て
い
る
。
ア
ク
シ
ョ

ン
プ
ラ
ン
も
21
年
度
で
終
了
し

て
い
る
が
、
今
後
の
市
民
と
の

協
働
の
方
向
性
を
、
ど
の
よ
う

市
民
と
の
協
働 

今
後
の
方
向
性
は

ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
の
進
捗
踏
ま
え
検
討

市川市みどりの基本計画

に
考
え
て
い
る
の
か
。

答
　

緑
の
保
全
に
か
か
わ
る
市

民
と
の
協
働
に
つ
い
て
は
、
み

ど
り
の
基
本
計
画
の
ア
ク
シ
ョ

ン
プ
ラ
ン
に
基
づ
き
進
め
て
い

る
。
今
後
は
現
在
実
施
中
の
緑

量
調
査
の
結
果
に
よ
り
、
み
ど

り
の
基
本
計
画
の
見
直
し
の
要

否
を
検
討
し
、
ア
ク
シ
ョ
ン
プ

ラ
ン
に
つ
い
て
も
進
捗
状
況
を

踏
ま
え
て
新
た
に
検
討
し
た
い
。

加
藤
武
央
議
員（
自
由
ク
ラ
ブ
）

　

私
が
４
年
間
要
望
し
て
き
た

ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
広
告
有
料
化

に
伴
う
条
例
案
が
12
月
定
例
会

で
可
決
し
た
。
今
後
の
予
定
は

ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。
企
業

か
ら
は
市
へ
の
納
税
と
、
各
競

技
団
体
に
も
支
援
で
き
る
一
石

二
鳥
の
企
画
だ
と
聞
い
て
い
る
。

募
集
の
際
、
競
技
団
体
等
に
協

力
を
求
め
る
考
え
は
な
い
か
。

各
競
技
団
体
へ
協
力
を
求
め
る
考
え
は

初
の
試
み 

協
力
を
得
て
進
め
た
い

スポーツ施設の広告掲示

答
　

平
成
23
年
４
月
１
日
に
広

告
掲
出
す
る
こ
と
を
目
標
に
、

２
月
か
ら
広
告
主
を
募
集
、
３

月
中
に
決
定
す
る
よ
う
準
備
し

て
い
る
。
ま
た
、
ス
ポ
ー
ツ
施

設
の
広
告
掲
出
は
本
市
で
は
初

の
試
み
で
あ
り
、
募
集
の
際
に

は
各
関
係
諸
団
体
を
通
し
て
、

活
動
を
支
援
し
て
い
る
企
業
等

の
紹
介
な
ど
、
協
力
を
得
な
が

ら
進
め
て
い
き
た
い
。

堀
越
　

優
議
員
（
公
明
党
）

　

平
成
23
年
７
月
に
、
テ
レ
ビ

は
地
上
波
デ
ジ
タ
ル
（
地
デ
ジ
）

へ
の
完
全
移
行
と
な
る
。
地
デ

ジ
化
は
、
サ
ー
ビ
ス
の
多
様
化

や
電
波
の
有
効
利
用
な
ど
が
理

由
と
さ
れ
る
が
、
機
材
の
設
置
、

更
新
な
ど
、
家
庭
や
市
の
施
設

に
も
影
響
が
大
き
い
と
考
え
る
。

市
内
世
帯
や
市
の
施
設
の
対
応

状
況
と
、
経
済
的
弱
者
へ
の
助

市
内
の
対
応
状
況
と
市
の
取
り
組
み
は

対
応
世
帯
は
約
85 
％ 

国
の
施
策
に
協
力

地上波デジタルへの移行

成
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
問
う
。

答
　

地
デ
ジ
化
に
つ
い
て
は
、

市
内
世
帯
の
約
85
％
が
対
応
済

み
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
市

の
施
設
で
は
約
94
％
が
対
応
済

み
で
、
完
全
移
行
前
ま
で
に
全

て
対
応
す
る
予
定
で
あ
る
。
国

は
低
所
得
者
等
に
対
す
る
支
援

策
を
拡
充
し
て
お
り
、
市
も
広

報
活
動
等
を
通
じ
て
国
に
協
力

し
て
い
き
た
い
。

石
原
美
佐
子
議
員（
民
主
・
市
民
）

　

平
成
23
年
３
月
か
ら
「
チ
ャ

レ
ン
ジ
ド 

オ
フ
ィ
ス 

い
ち
か

わ
」
が
開
設
さ
れ
、
本
市
職
員

と
し
て
初
め
て
知
的
及
び
精
神

障
害
者
を
採
用
す
る
シ
ス
テ
ム

が
で
き
、
大
き
な
期
待
を
持
っ

て
い
る
。
本
事
業
の
内
容
と
狙

い
に
つ
い
て
、
考
え
を
問
う
。

答
　

本
事
業
は
、
知
的
及
び
精

神
障
害
者
を
最
長
３
年
間
の
非

最
長
３
年
雇
用 

後
の
就
労
に
つ
な
げ
る

チャレンジド オフィス いちかわ

常
勤
職
員
と
し
て
採
用
し
、
１

日
に
６
時
間
15
分
、
週
５
日
の

勤
務
で
、
ジ
ョ
ブ
コ
ー
チ
の
サ

ポ
ー
ト
の
も
と
、
本
庁
舎
及
び

須
和
田
の
丘
支
援
学
校
で
の
事

務
補
助
や
軽
作
業
に
従
事
す
る

も
の
で
あ
る
。
障
害
の
あ
る
方

が
こ
の
勤
務
で
得
た
経
験
を
活

か
し
、
一
般
企
業
等
へ
の
就
労

に
つ
な
が
る
よ
う
、
関
係
機
関

と
連
携
し
支
援
し
て
い
く
。

松
永
鉄
兵
議
員
（
緑
風
会
）

　

都
市
ブ
ラ
ン
ド
の
構
築
に
は
、

本
市
を
特
徴
づ
け
る
施
策
を
継

続
的
に
行
い
発
信
し
続
け
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
。
健
康
都
市

施
策
も
本
市
を
特
徴
づ
け
る
施

策
で
あ
る
。
今
後
も
継
続
的
に

取
り
組
ん
で
い
く
の
か
。
ま
た
、

施
策
の
Ｐ
Ｒ
に
は
市
民
の
声
を

聞
く
事
と
、
公
共
的
な
メ
デ
ィ

ア
を
利
用
し
た
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン

健
康
都
市
施
策 

今
後
も
取
り
組
む
の
か

美
し
い
ま
ち
目
指
し
健
康
都
市
の
実
現
を

都市ブランドの構築

グ
の
両
方
が
必
要
で
は
な
い
か
。

答
　

人
々
が
住
み
た
く
な
る
よ

う
な
ま
ち
、
一
度
住
ん
だ
ら
住

み
続
け
た
く
な
る
よ
う
な
美
し

い
ま
ち
を
目
指
す
取
り
組
み
を

行
い
、「
健
康
都
市
い
ち
か
わ
」

を
実
現
し
て
い
き
た
い
。
Ｐ
Ｒ

に
つ
い
て
は
、
施
策
の
実
施
状

況
を
定
期
的
に
公
表
す
る
と
共

に
、
他
市
の
先
進
的
な
取
り
組

み
を
参
考
に
し
て
い
き
た
い
。

　12 月定例会では、29 人の議員が一般質問を行いまし

た。質問の持ち時間は答弁を含めて１人 60 分。ここで

は紙面の都合上、１人１項目を選び質問・答弁を要約し、

ジャンルごとにまとめて掲載しました。 

＜会派の略称＞

　民主・市民＝民主・市民連合

　社民・市民＝社民・市民ネット

障
害
者
雇
用
に
期
待 

内
容
と
目
的
は

み
ど
り
の
市
民
大
学
修
了
生
に
よ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動
（
緑
地
の
維
持
・
管
理
）

行 政

環 境 交 通
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金
子
貞
作
議
員
（
日
本
共
産
党
）

　

市
民
が
住
宅
の
リ
フ
ォ
ー
ム

を
市
内
業
者
に
発
注
し
た
場
合
、

工
事
費
の
一
部
を
助
成
す
る
制

度
が
、
県
内
で
も
、
い
す
み
市

で
平
成
22
年
度
か
ら
実
施
さ
れ

て
い
る
。
景
気
対
策
と
し
て
非

常
に
効
果
が
あ
る
と
い
う
こ
と

か
ら
、
23
年
度
は
他
の
自
治
体

に
も
広
が
り
つ
つ
あ
る
。
本
市

で
も
23
年
度
か
ら
実
施
す
る
こ

平
成
23 
年
度
か
ら
実
施
で
き
な
い
か

関
係
部
署
と
総
合
的
な
観
点
か
ら
検
討

住宅リフォーム助成制度

と
は
で
き
な
い
か
。

答
　

庁
内
で
は
、
住
宅
の
耐
震

改
修
や
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
等
へ

の
既
存
助
成
制
度
、
事
業
効
果
、

財
源
等
を
見
据
え
、
助
成
対
象

の
公
平
性
や
客
観
性
を
確
保
し

な
が
ら
、
経
済
面
や
雇
用
面
で

効
果
が
期
待
で
き
る
制
度
の
整

備
を
模
索
し
て
い
る
。
引
き
続

き
、
関
係
部
署
と
総
合
的
な
観

点
か
ら
検
討
し
て
い
き
た
い
。

増
田
三
郎
議
員
（
自
由
ク
ラ
ブ
）

　

東
京
外
郭
環
状
道
路
の
一
般

部
で
あ
る
国
道
２
９
８
号
の
整

備
に
伴
う
、
須
和
田
、
菅
野
、

平
田
、
大
和
田
、
稲
荷
木
地
域

の
分
断
対
策
や
、
都
営
地
下
鉄

10
号
線
・
仮
称
大
和
田
駅
の
新

設
計
画
に
進
捗
が
見
ら
れ
な
い
。

地
域
住
民
も
街
づ
く
り
に
協
力

し
て
い
る
。
市
川
に
住
む
子
供

達
の
未
来
の
た
め
に
も
、
対
策

子
供
達
の
未
来
の
た
め
に
真
の
対
策
を

今
後
も
住
民
と
協
議
し
進
め
て
い
く

国道 298 号整備に伴う地域分断対策

を
進
め
る
べ
き
で
あ
る
。
特
に

分
断
対
策
の
市
の
考
え
を
問
う
。

答
　

国
道
２
９
８
号
の
建
設
に

よ
る
地
域
分
断
を
い
か
に
小
さ

く
す
る
か
を
模
索
し
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
も
、
地
域
住
民
の
方

の
気
持
ち
に
な
っ
て
、
事
業
者

に
要
望
、
意
見
を
伝
え
て
き
た
。

今
後
も
住
民
の
方
と
協
議
し
、

一
緒
に
街
づ
く
り
を
進
め
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

か
つ
ま
た
竜
大
議
員
（
社
民
・
市
民
）

　

市
有
バ
ス
貸
し
出
し
事
業
に

つ
い
て
は
、
事
業
仕
分
け
で
改

善
の
判
定
が
出
た
。
地
域
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
ー
活
性
化
の
効
果
を
認

め
つ
つ
、
受
益
者
負
担
の
考
え

方
を
導
入
す
べ
き
と
の
答
申
で

あ
る
。
効
率
性
の
向
上
が
課
題

と
考
え
る
が
、
コ
ス
ト
の
問
題

や
本
事
業
の
今
後
の
在
り
方
に

つ
い
て
、
市
の
考
え
を
問
う
。

効
率
性
向
上
が
課
題 

市
は
ど
う
考
え
る

利
用
目
的
を
精
査
し
事
業
効
果
を
高
め
る

市有バス貸し出し事業

答
　

横
浜
市
営
観
光
バ
ス
の
例

で
は
１
日
当
た
り
約
10
万
円
と

聞
い
て
い
る
。
本
市
で
は
平
成

21
年
度
決
算
ベ
ー
ス
で
計
算
す

る
と
約
９
万
円
で
あ
る
。
今
後
、

よ
り
効
果
的
な
事
業
と
な
る
よ

う
、
利
用
目
的
を
精
査
す
る
こ

と
で
、
よ
り
多
く
の
団
体
の
利

用
に
結
び
つ
け
る
と
共
に
、
実

費
負
担
に
つ
い
て
も
調
査
、
検

討
し
て
い
き
た
い
。

鈴
木
啓
一
議
員（
市
民
の
声
）

　

私
は
本
市
の
事
業
仕
分
け
を

傍
聴
し
た
。
以
前
か
ら
改
善
す

べ
き
と
考
え
て
い
た
菅
平
高
原

い
ち
か
わ
村
と
広
報
紙
発
行
事

業
も
対
象
だ
っ
た
。
い
ち
か
わ

村
は
平
成
21
年
度
約
４
３
７
０

万
円
の
赤
字
。
民
間
な
ら
潰
れ

て
い
る
。
廃
止
す
べ
き
だ
。
広

報
も
月
４
回
か
ら
２
回
発
行
で

年
間
約
５
千
万
円
の
経
費
削
減
。

い
ち
か
わ
村
は
廃
止 

広
報
は
月
２
回
に

菅平高原いちかわ村と広報紙発行事業

重
要
な
事
は
記
者
ク
ラ
ブ
へ
の

情
報
提
供
や
、
特
別
号
を
発
行

す
れ
ば
良
い
の
で
は
な
い
か
。

答
　

い
ち
か
わ
村
に
つ
い
て
は
、

事
業
仕
分
け
の
結
果
を
尊
重
し
、

廃
止
に
向
け
検
討
を
進
め
て
い

る
。
広
報
紙
発
行
事
業
に
つ
い

て
も
月
２
回
の
発
行
に
変
更
し
、

紙
面
構
成
を
工
夫
す
る
こ
と
や

特
別
号
を
発
行
す
る
方
向
で
検

討
し
て
い
る
。

戸
村
節
子
議
員
（
公
明
党
）

　

子
宮
頸
が
ん
、
ヒ
ブ
、
小
児

用
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
接
種
の

公
費
助
成
が
、
国
の
補
正
予
算

に
盛
り
込
ま
れ
た
。
平
成
22
年

度
内
に
新
た
に
実
施
す
る
自
治

体
も
あ
る
と
聞
く
。
本
市
も
年

度
内
の
実
施
は
で
き
な
い
か
。

ま
た
、
公
費
助
成
を
し
た
場
合
、

ワ
ク
チ
ン
接
種
に
か
か
る
費
用

は
ど
の
く
ら
い
に
な
る
の
か
。

平
成
22 
年
度
内
の
実
施
は
で
き
な
い
か

ワクチンの公費助成

答
　

３
つ
の
ワ
ク
チ
ン
接
種
の

公
費
助
成
に
つ
い
て
は
23
年
度

実
施
に
向
け
準
備
を
進
め
て
い

る
。
22
年
度
内
の
実
施
は
次
期

定
例
会
で
予
算
の
承
認
を
頂
い

て
も
、
委
託
契
約
や
要
綱
の
策

定
等
が
条
件
と
な
り
、
困
難
な

状
況
で
あ
る
。
接
種
に
際
し
て

は
国
が
積
算
す
る
接
種
率
で
計

算
す
る
と
、
新
た
に
約
13
億
６

千
万
円
の
費
用
が
見
込
ま
れ
る
。

大
場
　

諭
議
員
（
公
明
党
）

　

市
北
部
地
域
は
、
松
戸
市
な

ど
に
隣
接
し
て
い
る
。
近
隣
市

へ
の
救
急
搬
送
な
ど
は
ス
ム
ー

ズ
に
行
わ
れ
て
い
る
の
か
。
ま

た
、
同
地
域
を
含
め
本
市
に
は

三
次
救
急
医
療
機
関
が
無
い
が
、

ど
う
対
応
し
て
い
く
の
か
。

答
　

救
急
医
療
は
県
の
医
療
計

画
に
基
づ
き
、
一
次
か
ら
三
次

ま
で
の
連
携
が
図
ら
れ
て
い
る
。

近
隣
市
へ
の
救
急
搬
送
は
ス
ム
ー
ズ
か

「
顔
の
見
え
る
関
係
」
を
構
築
し
て
い
る

救 急 医 療

市
北
部
地
域
は
、
市
全
域
の
中

で
は
市
外
へ
の
搬
送
が
多
い
地

域
特
性
が
あ
る
が
、
関
係
病
院

や
近
隣
市
の
消
防
局
と
の
間
に

「
顔
の
見
え
る
関
係
」
を
構
築
す

る
こ
と
で
円
滑
な
受
け
入
れ
が

行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
三
次

機
関
の
新
設
は
現
実
的
で
な
い

た
め
、
機
能
を
補
完
す
る
東
京

ベ
イ
・
浦
安
市
川
医
療
セ
ン
タ
ー

の
整
備
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

二
瓶
忠
良
議
員
（
日
本
共
産
党
）

　

経
済
的
な
理
由
で
医
療
機
関

の
受
診
を
抑
制
し
、
重
病
化
す

る
こ
と
も
あ
る
と
聞
く
。
低
所

得
者
が
安
心
し
て
医
療
機
関
に

掛
か
れ
る
よ
う
、
恒
常
的
な
対

策
が
必
要
で
あ
る
。
国
民
健
康

保
険
法
第
44
条
に
よ
る
医
療
費

の
一
部
負
担
金
の
軽
減
策
に
つ

い
て
、
本
市
は
ど
う
取
り
組
ん

で
い
る
の
か
。

医
療
費
負
担
軽
減
に
ど
う
取
り
組
む

減
免
基
準
を
早
期
に
作
成
し
た
い

国民健康保険の充実

答
　

医
療
費
の
支
払
い
を
減
免

す
る
特
別
な
理
由
は
、
一
時
的
、

個
別
的
な
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、

一
律
的
な
基
準
に
な
じ
ま
な
い

と
の
考
え
か
ら
、
個
々
の
事
情

を
勘
案
し
、
対
応
し
て
き
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
国
の
統
一
的

な
基
準
が
示
さ
れ
た
こ
と
に
よ

り
、
本
市
に
お
い
て
も
早
急
に

減
免
対
象
と
す
べ
き
基
準
を
作

成
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

宮
田
か
つ
み
議
員
（
市
民
の
声
）

　

不
況
の
影
響
等
で
市
民
の
生

活
が
苦
し
い
中
、
家
族
に
介
護

が
必
要
に
な
っ
た
時
、
思
っ
た

よ
う
な
介
護
を
受
け
よ
う
と
す

る
と
、
保
険
料
等
の
負
担
が
重

く
の
し
か
か
り
、
生
活
費
が
圧

迫
さ
れ
て
し
ま
う
。
介
護
保
険

等
の
社
会
保
障
制
度
が
あ
っ
て

も
、
安
心
し
て
生
活
で
き
な
い

の
が
現
状
で
あ
る
。
負
担
の
重

保
険
料
等
の
負
担
の
重
さ 

ど
う
考
え
る

負
担
感
少
な
く
す
る
こ
と
が
可
能
か
検
討

介護保険制度

さ
に
対
す
る
市
の
考
え
を
問
う
。

答
　

生
活
保
護
世
帯
に
準
じ
る

世
帯
等
の
負
担
感
は
認
識
し
て

い
る
。
次
期
の
介
護
保
険
料
の
所

得
段
階
等
を
見
直
す
時
に
、
所

得
が
低
い
世
帯
等
の
負
担
感
を

少
な
く
す
る
こ
と
が
可
能
か
検

討
し
て
い
く
。
引
き
続
き
、
市

の
保
険
料
減
免
制
度
等
に
つ
い

て
も
介
護
支
援
専
門
員
の
研
修

会
等
を
通
じ
周
知
し
て
い
く
。

委
託
契
約
や
要
綱
の
策
定
等
が
あ
り
困
難

市
政
戦
略
会
議
で
の
事
業
仕
分
け

並
木
ま
き
議
員
（
民
主
・
市
民
）

　

市
政
戦
略
会
議
で
実
施
さ
れ

た
事
業
仕
分
け
に
つ
い
て
、
答

申
内
容
は
、
平
成
23
年
度
予
算

へ
の
反
映
等
、
今
後
具
体
的
に

ど
う
取
り
扱
っ
て
い
く
の
か
。

ま
た
、
今
回
の
仕
分
け
の
評
価

す
べ
き
点
と
課
題
を
ど
う
考
え

る
か
。
今
後
の
在
り
方
と
し
て
、

市
民
が
納
得
で
き
る
よ
う
公
平

性
、
透
明
性
を
よ
り
確
保
す
る

必
要
が
あ
る
と
思
う
が
ど
う
か
。

答
　

答
申
内
容
は
尊
重
す
る
が
、

行
政
経
営
会
議
で
更
に
個
別
検

討
し
た
上
で
、
市
の
方
向
性
を

決
め
た
い
と
考
え
て
い
る
。
今

回
、
事
業
の
可
視
化
や
市
民
目

線
の
意
見
を
得
ら
れ
た
点
は
評

価
す
る
が
、
評
価
区
分
の
定
義

や
事
前
準
備
に
課
題
が
残
っ
た
。

今
後
、
事
業
の
選
定
方
法
等
を

含
め
、
見
直
し
を
図
り
た
い
。

事業仕分けに対する評価
答申内容は今後どう取り扱うのか

尊重して個別検討し方向性を決定

事 業 仕 分 け

事
業
仕
分
け
の
結
果
尊
重
し
検
討
進
め
る

保健・医療・福祉

ま ち づ く り
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稲
葉
健
二
議
員
（
緑
風
会
）

　

本
市
は
認
可
外
保
育
園
に
つ

い
て
、
保
護
者
へ
の
保
育
料
補

助
以
外
支
援
を
行
っ
て
い
な
い
。

　

浦
安
市
で
は
市
独
自
の
基
準

で
設
置
す
る
、
認
証
保
育
園
制

度
を
導
入
し
、
認
証
保
育
園
等

に
運
営
費
等
補
助
金
を
交
付
し

て
い
る
。
国
の
新
施
策
の
方
向

性
は
、
待
機
児
童
解
消
の
た
め
、

認
可
外
保
育
園
の
質
の
向
上
と

質
の
向
上
を
目
指
す
対
策
を
進
め
る
べ
き

補
助
金
交
付
等 

国
の
動
向
み
て
検
討

認可外保育園への支援

保
護
者
負
担
の
軽
減
を
挙
げ
て

い
る
。
本
市
も
先
行
し
て
、
対

策
を
進
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

答
　

認
可
外
保
育
園
の
設
置
者

か
ら
施
設
や
保
育
内
容
な
ど
の

相
談
が
あ
っ
た
時
は
、
必
要
に

応
じ
た
支
援
を
行
っ
て
い
る
。

　

認
可
外
保
育
園
へ
の
運
営
費

等
の
補
助
金
交
付
に
つ
い
て
は
、

国
の
動
向
が
明
確
に
な
っ
た
上

で
検
討
し
て
い
き
た
い
。

大
川
正
博
議
員
（
公
明
党
）

　

平
成
23
年
４
月
か
ら
本
市
の

第
３
子
保
育
料
無
料
化
の
制
度

が
国
に
移
行
す
る
と
の
こ
と
で

あ
る
が
、
こ
の
こ
と
を
議
員
の
私

達
は
少
し
前
ま
で
知
ら
な
か
っ

た
。
議
会
軽
視
の
行
政
主
導
に

な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　

ま
た
、
福
祉
は
後
退
さ
せ
て

は
な
ら
な
い
。
制
度
移
行
に
よ

る
、
市
の
増
収
分
の
使
い
道
を

制
度
移
行
に
よ
る
増
収
分
の
使
い
道
は

こ
ど
も
施
策
に
充
当
し
て
い
き
た
い

第３子保育料無料化の制度移行

ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。

答
　

制
度
移
行
に
つ
い
て
は
、

市
川
市
社
会
福
祉
審
議
会
で
慎

重
に
審
議
さ
れ
て
き
た
が
、
今

後
は
で
き
る
だ
け
議
会
に
お
知

ら
せ
を
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　

な
お
、
社
会
福
祉
審
議
会
の

児
童
福
祉
専
門
分
科
会
か
ら
も
、

増
収
分
に
つ
い
て
は
広
く
こ
ど

も
施
策
に
充
当
し
て
ほ
し
い
と

の
意
見
を
頂
い
て
い
る
。

守
屋
貴
子
議
員
（
民
主
・
市
民
）

　

認
可
外
保
育
園
は
、
本
市
の

待
機
児
童
解
消
の
一
翼
を
担
っ

て
い
る
と
考
え
る
。
今
後
、
そ

の
支
援
と
し
て
、
認
可
化
へ
の

支
援
は
ど
う
扱
っ
て
い
く
の
か
。

ま
た
、
保
護
者
の
中
に
は
認
可

保
育
園
だ
け
で
な
く
、
認
可
外

保
育
園
へ
の
ニ
ー
ズ
も
あ
り
、

そ
の
有
志
か
ら
園
へ
の
補
助
要

望
も
出
さ
れ
た
と
聞
い
て
い
る
。

認
可
化
へ
の
支
援
を
ど
う
扱
う
の
か

希
望
す
る
園
は
支
援
し
て
い
き
た
い

認可外保育園への支援

ど
う
認
識
し
て
い
る
の
か
。

答
　

認
可
外
保
育
園
の
認
可
化

は
、
許
可
基
準
等
が
決
ま
っ
て

い
る
た
め
、
か
な
り
ハ
ー
ド
ル

は
高
い
が
、
希
望
す
る
園
に
つ

い
て
は
支
援
を
し
て
い
き
た
い
。

ま
た
、
最
初
か
ら
認
可
外
保
育

園
を
選
ん
で
い
る
保
護
者
の
事

例
は
承
知
し
て
お
り
、
園
へ
の

補
助
の
要
望
に
つ
い
て
は
検
討

し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

金
子
　

正
議
員
（
み
ら
い
）

　

江
戸
川
河
川
敷
に
あ
る
ス

ポ
ー
ツ
施
設
等
へ
の
利
用
者
が

多
い
。
し
か
し
、
大
洲
地
先
に
は

駐
車
場
が
な
く
利
用
者
が
困
っ

て
い
る
。
整
備
は
で
き
な
い
の

か
。
ま
た
、
大
洲
地
先
の
マ
リ
ー

ナ
付
近
に
は
、
駐
車
場
に
利
用

で
き
そ
う
な
土
地
が
あ
る
が
、

そ
こ
は
検
討
で
き
な
い
か
。

答
　

大
洲
地
先
へ
の
進
入
経
路

大
洲
地
先
に
駐
車
場
は
確
保
で
き
な
い
か

江戸川周辺整備

は
道
路
幅
が
狭
く
相
互
通
行
が

難
し
い
こ
と
や
、
住
宅
地
を
通

行
せ
ざ
る
を
得
ず
、
住
環
境
の

悪
化
が
予
想
さ
れ
る
こ
と
な
ど

か
ら
、
駐
車
場
の
確
保
は
非
常

に
困
難
な
状
況
に
あ
る
。
ま
た
、

マ
リ
ー
ナ
付
近
の
土
地
は
、
民

間
企
業
が
占
有
す
る
敷
地
で
あ

り
、
営
業
上
や
安
全
管
理
上
の

問
題
等
、
利
用
に
は
多
く
の
課

題
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

寒
川
一
郎
議
員
（
み
ら
い
）

　

南
沖
公
園
整
備
の
必
要
性
に

つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
議
会
に
お

い
て
、
再
三
訴
え
て
き
た
。
そ

の
結
果
、
公
園
の
整
備
が
計
画

的
に
実
施
さ
れ
、
残
っ
て
い
た

管
理
棟
の
整
備
も
、
現
在
、
進

ん
で
い
る
と
聞
く
。
管
理
棟
整

備
の
内
容
と
進
捗
状
況
、
完
成

時
期
に
つ
い
て
問
う
。

答
　

整
備
内
容
は
老
朽
化
し
た

管
理
棟
整
備
工
事
の
完
成
時
期
は

周
辺
整
備
含
め
平
成
23 
年
３
月
末
の
予
定

南 沖 公 園

既
存
の
管
理
棟
を
建
て
替
え
、

新
し
い
管
理
棟
に
事
務
室
、
自

転
車
倉
庫
、
研
修
室
、
展
示
室

を
設
置
す
る
も
の
で
、
平
成
22

年
10
月
か
ら
管
理
棟
本
体
の
建

築
工
事
を
行
い
、
予
定
通
り
進

ん
で
い
る
。
工
期
は
23
年
２
月

28
日
ま
で
だ
が
、
管
理
棟
の
周

辺
整
備
や
仮
設
物
の
撤
去
等
も

あ
り
、
全
て
完
成
す
る
の
は
３

月
末
に
な
る
予
定
で
あ
る
。

プ
リ
テ
ィ
長
嶋
議
員
（
市
民
の
声
）

　

指
定
管
理
者
制
度
で
運
営
さ

れ
る
保
育
園
に
対
し
、
保
護
者

か
ら
、「
審
査
時
は
非
常
に
高
い

評
価
点
を
得
な
が
ら
、
な
ぜ
多

く
の
問
題
が
起
き
る
の
か
」
と

の
声
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。

　

問
題
を
起
こ
す
よ
う
な
事
業

者
の
参
入
は
制
度
の
根
本
に
か

か
わ
る
。
審
査
基
準
の
見
直
し

な
ど
の
改
善
が
必
要
と
考
え
る

審
査
基
準
の
見
直
し
が
必
要
で
は
な
い
か

保
護
者
の
意
見
を
受
け
止
め
検
証
し
た
い

指定管理者制度での保育園運営

が
、
課
題
と
対
策
を
問
う
。

答
　

当
該
保
育
園
の
指
定
管
理

者
は
、
保
護
者
と
作
成
し
た
仕

様
書
に
基
づ
く
審
査
基
準
に
よ

り
選
定
し
た
。
今
回
の
問
題
は
、

園
の
管
理
体
制
が
脆
弱
だ
っ
た

こ
と
と
保
護
者
へ
の
対
応
不
足

が
要
因
と
考
え
て
お
り
、
審
査

基
準
の
見
直
し
は
し
て
い
な
い

が
、
保
護
者
の
意
見
を
真
摯
に

受
け
止
め
検
証
し
て
い
き
た
い
。

坂
下
し
げ
き
議
員
（
市
民
の
声
）

　

市
内
で
も
高
齢
化
率
が
高
い

地
域
に
あ
る
西
部
公
民
館
で
は
、

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
設
置
や
フ

ロ
ー
リ
ン
グ
化
の
要
望
が
多
い

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
利
用
者
の

立
場
に
立
っ
た
サ
ー
ビ
ス
が
提

供
で
き
て
い
な
い
。
市
民
の
ニ
ー

ズ
に
応
え
た
早
期
の
設
置
を
強

く
要
望
す
る
が
、
平
成
23
年
度

予
算
で
対
応
で
き
な
い
の
か
。

早
期
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
設
置
な
ど
望
む

で
き
る
だ
け
速
や
か
に
予
算
要
望
し
た
い

西部公民館のバリアフリー対応

答
　

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
設
置
の
必

要
性
は
十
分
認
識
し
て
い
る
。

23
年
度
に
設
計
委
託
の
予
算
要

求
を
行
い
、
工
事
に
つ
い
て
は
、

財
政
状
況
等
も
あ
る
が
、
事
業

費
が
明
ら
か
に
な
っ
た
段
階
で
、

で
き
る
だ
け
速
や
か
に
予
算
要

望
を
し
て
い
き
た
い
。
フ
ロ
ー

リ
ン
グ
化
に
つ
い
て
は
、
利
用

者
の
意
向
を
参
考
に
、
今
後
の

課
題
と
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

進
入
経
路
の
道
路
幅
等
か
ら
困
難
な
状
況

谷
藤
利
子
議
員
（
日
本
共
産
党
）

　

保
育
内
容
等
に
つ
い
て
、
保

護
者
が
不
安
を
感
じ
て
い
る
と

聞
く
市
川
駅
南
の
私
立
保
育
園

で
は
、
園
の
運
営
法
人
、
市
、

保
護
者
に
県
も
加
わ
っ
た
４
者

に
よ
る
協
議
が
や
っ
と
実
現
し

た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
保
護
者

は
今
後
も
、
同
法
人
、
保
護
者
、

市
の
３
者
に
よ
る
協
議
を
望
ん

で
い
る
と
聞
く
が
、
同
法
人
に

運
営
法
人
は
３
者
協
議
に
応
じ
る
の
か

要
望
あ
れ
ば
行
う
と
の
報
告
を
受
け
た

私立保育園

応
じ
る
姿
勢
は
あ
る
の
か
。

答
　

当
該
の
保
育
園
に
つ
い
て

は
、
市
と
し
て
も
保
育
内
容
へ
の

ア
ド
バ
イ
ス
等
の
支
援
を
行
っ

て
お
り
、
平
成
22
年
11
月
５
日

に
は
４
者
に
よ
る
協
議
が
行
わ

れ
た
。
園
の
運
営
法
人
か
ら
は
、

今
後
も
保
護
者
か
ら
要
望
が
あ

れ
ば
、
３
者
に
よ
る
協
議
を
行
っ

て
い
き
た
い
と
の
報
告
を
受
け

て
い
る
。

施 設

南
沖
公
園
管
理
棟
の
完
成
イ
メ
ー
ジ
図

西
部
公
民
館

保 育
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桜
井
雅
人
議
員
（
日
本
共
産
党
）

　

市
長
は
小
中
学
校
の
給
食
費

無
料
化
を
目
指
す
と
の
こ
と
で

あ
っ
た
が
、
平
成
23
年
度
も
保

護
者
負
担
額
が
現
状
維
持
で
は

物
足
り
な
い
。
保
護
者
に
は
給

食
費
に
限
ら
ず
、
教
材
費
、
制

服
代
、
修
学
旅
行
費
等
の
負
担

が
掛
か
っ
て
い
る
。
積
極
的
に

教
育
費
の
負
担
軽
減
を
図
る
べ

き
と
考
え
る
が
ど
う
か
。

保
護
者
負
担
の
軽
減 

積
極
的
に

財
政
状
況
等
踏
ま
え
慎
重
に
検
討

学校給食費

答
　

食
材
の
現
物
支
給
は
、
保

護
者
負
担
の
軽
減
や
、
調
和
の

取
れ
た
日
本
食
献
立
の
充
実
等

か
ら
も
高
い
評
価
を
得
て
お
り
、

今
後
も
学
校
給
食
費
負
担
軽
減

事
業
と
し
て
継
続
し
た
い
。
保

護
者
負
担
の
軽
減
は
、
市
の
財

政
状
況
や
国
の
子
育
て
支
援
施

策
の
動
向
、
保
護
者
の
意
向
を

踏
ま
え
、
給
食
費
無
料
化
と
併

せ
て
慎
重
に
検
討
し
て
い
く
。

松
葉
雅
浩
議
員
（
公
明
党
）

　

市
立
須
和
田
の
丘
支
援
学
校

は
、
平
成
20
年
度
、
小
学
部
を

稲
越
小
学
校
に
移
転
、
併
設
し

た
が
、
既
に
児
童
数
の
増
で
教

室
不
足
で
あ
る
。
ま
た
、
県
立

市
川
特
別
支
援
学
校
は
、
24
年

度
に
高
等
部
の
一
部
を
県
立
北

高
跡
地
に
移
転
す
る
が
、
小
中

学
部
の
教
室
不
足
が
心
配
さ
れ

る
。
今
後
の
教
育
環
境
の
整
備

児
童
数
増
加
で
教
室
不
足 

市
の
考
え
は

必
要
な
教
育
環
境
の
確
保
に
努
め
る

特別支援教育施設整備

に
つ
い
て
、
考
え
を
問
う
。

答
　

今
後
も
児
童
数
の
増
加
が

見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
稲
越

校
舎
は
教
室
の
確
保
に
向
け
て
、

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
設
け
た
２
階

建
て
、
６
教
室
の
増
築
工
事
を

23
年
度
予
算
に
計
上
し
て
い
る
。

ま
た
、
県
立
市
川
特
別
支
援
学

校
に
つ
い
て
も
、
県
と
十
分
協

議
し
、
必
要
な
教
育
環
境
の
確

保
に
努
め
て
い
く
。

宮
本
　

均
議
員
（
公
明
党
）

　

財
務
会
計
処
理
に
直
接
か
か

わ
ら
な
い
職
員
の
コ
ス
ト
意
識

が
薄
い
。
行
財
政
改
革
を
進
め

る
に
は
職
員
の
意
識
改
革
が
必

要
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
現
在

の
財
務
諸
表
の
公
開
時
期
で
は
、

予
算
に
反
映
す
る
と
い
っ
た
効

果
が
期
待
で
き
な
い
。
予
算
を

か
け
て
で
も
公
表
時
期
を
前
倒

し
す
べ
き
と
考
え
る
が
ど
う
か
。

財
務
諸
表
公
開
時
期
の
前
倒
し
す
べ
き

自治体会計

答
　

行
政
コ
ス
ト
計
算
書
の
活

用
で
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
総
コ
ス

ト
や
費
用
対
効
果
が
見
え
て
く

る
。
こ
れ
を
職
員
の
意
識
改
革

に
つ
な
げ
た
い
。
ま
た
、
財
務

諸
表
の
公
開
時
期
は
、
財
務
処

理
作
成
支
援
シ
ス
テ
ム
の
改
善

や
事
務
フ
ロ
ー
の
再
検
証
に
よ

り
、
決
算
の
認
定
に
合
わ
せ
て

議
会
に
提
出
で
き
る
よ
う
努
め

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

早
い
時
期
に
公
開
す
る
よ
う
努
め
た
い

湯
浅
止
子
議
員
（
社
民
・
市
民
）

　

新
聞
報
道
に
、
小
学
生
以
上

の
子
を
持
つ
家
庭
の
平
成
22
年

度
の
教
育
費
は
、
年
収
の
37
・

６
％
に
達
し
、
家
計
を
圧
迫
し

て
い
る
と
あ
っ
た
。
本
市
の
小

中
学
校
で
は
保
護
者
負
担
の
業

者
テ
ス
ト
を
導
入
し
て
い
る
が
、

特
に
中
学
３
年
生
は
、
高
校
受

験
を
控
え
、
保
護
者
の
負
担
が

増
え
る
。
こ
の
時
期
に
、
よ
り

家
計
に
負
担
増 

実
施
の
必
要
あ
る
の
か

今
後
も
過
剰
と
な
ら
な
い
よ
う
配
慮

保護者負担の業者テスト

負
担
と
な
る
業
者
テ
ス
ト
を
実

施
す
る
必
要
性
が
あ
る
の
か
。

答
　

業
者
テ
ス
ト
は
母
集
団
が

大
き
く
、
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
か

ら
は
、
よ
り
客
観
性
の
高
い
学

力
状
況
の
把
握
が
可
能
と
な
る
。

そ
の
た
め
学
校
で
は
学
習
方
法

の
改
善
等
に
活
用
し
て
い
る
が
、

今
後
も
、
保
護
者
負
担
が
過
剰

と
な
ら
な
い
よ
う
、
配
慮
す
る

必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

財 政

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

特 別 委 員 会

須
和
田
の
丘
支
援
学
校
小
学
部
（
稲
越
校
舎
）

教 育

東京外郭環状道路特別委員会東京外郭環状道路特別委員会

【日　程】

平成22年11月４日～５日

【視察地及び項目】

松江国道事務所

　・出雲バイパス自転車道整備事業

　・松江道路（玉湯工区）

　・宍道湖夕日スポット整備事業

　・西津田電線共同溝事業

　・道の駅「湯の川」
宍道湖夕日スポット横断地下道

【主な視察内容】

　松江国道事務所では、歩行者と自転車の接触

事故を防ぐため自転車の通行スペースを確保

した出雲バイパス自転車道整備事業、渋滞解

消と交通安全の確保を目的とした松江道路（玉

湯工区）、魅力ある観光資源をつくる宍道湖夕

日スポット整備事業、既設電線類の地中化によ

り安全で快適な通行空間を確保する西津田電

線共同溝事業や道の駅「湯の川」を視察した。

の 視 察

行徳臨海部特別委員会行徳臨海部特別委員会

【日　程】

平成22年11月10日～ 11日

【視察地及び項目】

大阪府

　・せんなん里海公園

　・田尻漁港

大阪市

　・大阪南港魚つり園

大阪南港魚つり園

【主な視察内容】

　大阪府では、海の自然と人間が共存・共生す

る里海の風景を創生し、新しい触れ合いの場を

目指すせんなん里海公園、漁村の活性化のため

漁獲物の直売や海洋交流センター事業に取り

組む田尻漁港を、大阪市では南埠頭西側の防波

護岸に直立波消ブロック等を整備し、市民が手

軽に魚釣りを楽しめるレクリエーション施設

である大阪南港魚つり園を視察した。

　市議会の本会議は、原則として公開してい

ます。市役所６階の傍聴受付で、住所・氏名・

年齢を記入して頂くだけで傍聴できます。傍

聴席は１０５席。車いすでも傍聴できます。

会期や開議時間などは議会事務局までお問い

合わせください。

本会議へのご案内

直接ご覧に

なりませんか

　市川市議会では、インターネットを通じて

議場での本会議の様子をそのまま配信してい

ます。中継は、いちかわインターネット放送

局より配信されており、市川市議会や市川市

のホームページからアクセスできます。録画

中継では、本会議の内容を、議員ごと、議案

ごとに配信しています。ぜひご覧ください。

インターネット

市議会中継
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● 議 員 か ら の 寄 附 は 公 職 選 挙 法 で 禁 止 さ れ て い ま す ●

ヒトＴ細胞白血病ウイルス１型(HTLV-1)

総 合 対 策 を 求 め る 意 見 書（ 要 旨 ）

　ヒトＴ細胞白血病ウイルス１型

(HTLV-1) は、成人Ｔ細胞白血病や

脊髄疾患等をひき起こす。国内の感

染者数 ( キャリア ) は 100 万人以上

と推定されるが、一度感染すると現

代の医学ではウイルスを排除できず、

根本的な治療法は確立されていない。

現在の感染経路は、母子感染が６割

以上を占める。ウイルスの潜伏期間

が 40 ～ 60 年と長く、自身がキャリ

アと知らずに子供を母乳で育て、数

年後に自身が発症して初めて我が子

への感染を知らされるケースがある。

　平成 22 年 10 月６日、厚生労働省

は、HTLV-1 抗体検査を妊婦健康診査

の標準的な検査項目に追加し、公費

負担の対象とできることとした。こ

れにより全国で感染拡大防止対策が

実施されることになるが、そのため

の環境整備が不可欠である。

　よって政府におかれては、医療・

保健関係者の研修の実施や相談体制

の充実、診療拠点病院の整備、予防・

治療法の研究開発、国民への正しい

知識の普及啓発等の総合的な対策を

早急に実現するよう強く要望する。

　

12
月
定
例
会
に
は
、
新
た
に

請
願
１
件
、
陳
情
５
件
が
提
出

さ
れ
、
閉
会
中
継
続
審
査
事
件
と

な
っ
て
い
た
案
件
と
併
せ
て
所
管

の
各
委
員
会
で
審
査
し
ま
し
た
。

　

議
会
は
こ
の
う
ち
、
陳
情
４

件
を
不
採
択
と
し
ま
し
た
。

（
審
議
結
果
は
左
表
）

請
願
・
陳
情

　

12
月
定
例
会
に
は
、
意
見
書

案
10
件
が
提
出
さ
れ
、
議
会
は

こ
の
意
見
書
案
の
う
ち
、
６
件

を
可
決
、
４
件
を
否
決
し
ま
し
た
。

　

可
決
し
た
意
見
書
は
、
12
月

14
日
に
関
係
行
政
庁
へ
送
付
し

ま
し
た
。

（
審
議
結
果
は
左
表
）

意
見
書

会
派
別
議
員
名
簿

（
現
員
数
40
名
）
　

公

明

党

○
大
　

川
　

正
　

博

　

宮
　

本
　
　
　

均

　

大
　

場
　
　
　

諭

　

堀
　

越
　
　
　

優

　

松
　

葉
　

雅
　

浩

　

戸
　

村
　

節
　

子

　

小
　

林
　

妙
　

子

　

笹
　

浪
　
　
　

保

自

由

ク

ラ

ブ

○
増
　

田
　

三
　

郎

　

中
　

山
　

幸
　

紀

　

加
　

藤
　

武
　

央

　

五
　

関
　
　
　

貞

　

井
　

上
　

義
　

勝

　

高
　

安
　

紘
　

一

日

本

共

産

党

○
金
　

子
　

貞
　

作

　

清
　

水
　

み
な
子

　

二
　

瓶
　

忠
　

良

　

桜
　

井
　

雅
　

人

　

谷
　

藤
　

利
　

子

民
主
・
市
民
連
合

○
佐
　

藤
　

義
　

一

　

石
　

原
　

美
佐
子

　

並
　

木
　

ま
　

き

　

荒
　

木
　

詩
　

郎

　

守
　

屋
　

貴
　

子

緑

風

会

○
竹
　

内
　

清
　

海

　

松
　

永
　

鉄
　

兵

　

稲
　

葉
　

健
　

二

　

松
　

永
　

修
　

巳

市

民

の

声

○
宮
　

田
　

か
つ
み

　

プ
リ
テ
ィ
長
嶋

　

坂
　

下
　

し
げ
き

　

鈴
　

木
　

啓
　

一

み

ら

い

○
岩
　

井
　

清
　

郎

　

金
　

子
　
　
　

正

　

寒
　

川
　

一
　

郎

社
民
・
市
民
ネ
ッ
ト

○
か
つ
ま
た
竜
大

　

秋
　

本
　

の
り
子

　

湯
　

浅
　

止
　

子

道

○
か
い
づ
　
　
　

勉

つ

ば

さ

○
田
　

中
　

幸
太
郎

※○は会派代表者。

議 案 等 の 審 議 結 果 一 覧

件　　　　　　名 各 会 派 の 賛 否 審

議

結

果

公

明

党

自

由

ク

ラ

ブ

日

本

共

産

党

民
主
・
市
民
連
合

緑

風

会

市

民

の

声

み

ら

い

社
民
・
市
民
ネ
ッ
ト

道

つ

ば

さ

○市長提出

議 案第27号 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決

28号 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決

29号 市川市一般職員の給与に関する条例等の一部改正について ○ ○ × △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決

30号 市川市特別職の職員の給与及び議員報酬等並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正
について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決

31号 市川市手数料条例の一部改正について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決

32号 市川市介護保険条例の一部改正について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決

33号 市川市環境保全条例の一部改正について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決

34号 市川市都市公園条例の一部改正について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決

35号 市川市少年自然の家の設置及び管理に関する条例の一部改正について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決

36号 市川市火災予防条例の一部改正について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決

37号 平成22年度市川市一般会計補正予算（第６号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決

38号 平成22年度市川市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決

39号 平成22年度市川市下水道事業特別会計補正予算（第３号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決

40号 平成22年度市川市介護保険特別会計補正予算（第２号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決

41号 平成22年度市川市市川駅南口地区市街地再開発事業特別会計補正予算（第２号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決

42号 平成22年度市川市病院事業会計補正予算（第１号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決

43号 市川市北消防署新築工事請負契約について ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ 可　決

44号 指定管理者の指定について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決

45号 指定管理者の指定について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決

46号 指定管理者の指定について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決

47号 指定管理者の指定について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決

48号 指定管理者の指定について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決

49号 指定管理者の指定について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決

50号 指定管理者の指定について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決

51号 指定管理者の指定について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決

52号 指定管理者の指定について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決

53号 市道路線の廃止について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決

54号 市道路線の認定について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決

55号 市道路線の認定について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決

56号 損害賠償請求事件の和解について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決

57号 損害賠償請求事件の和解について ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ 可　決

58号 損害賠償請求事件の和解について ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ 可　決

報 告第16号 専決処分の承認を求めることについて ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 承　認

17号 専決処分の承認を求めることについて ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 承　認

○議員提出

発 議第23号 市川市特別職の職員の給与及び議員報酬等並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正
について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決

24号 地方経済の活性化策を求める意見書の提出について ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決

25号 切れ目ない中小企業支援及び金融支援策を求める意見書の提出について ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決

26号 ヒトＴ細胞白血病ウイルス１型（ＨＴＬＶ－１）総合対策を求める意見書の提出について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決

27号 脳脊髄液減少症の診断・治療の確立を求める意見書の提出について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決

28号 ＴＰＰ（環太平洋戦略的経済連携協定）参加に反対する意見書の提出について × △ ○ × ○ × ○ △ × × 否　決

29号 尖閣諸島をめぐる紛争の正しい解決を求める意見書の提出について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決

30号 日ロ領土交渉の再検討を求める意見書の提出について ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決

31号 子ども・子育て新システムの見直しを求める意見書の提出について × △ ○ × × × ○ ○ ○ ○ 否　決

32号 介護保険制度の改定に反対し、公費負担の引き上げを求める意見書の提出について × × ○ × × × ○ ○ × × 否　決

33号 国民健康保険の広域化に反対し、国庫負担の増額を求める意見書の提出について × × ○ × × × × ○ × × 否　決

○陳　情

陳情第21－22号「ふるさと納税」に関わる陳情（閉会中継続審査事件） × × ○ × × △ × ○ × × 不採択

22－８号「市有地における宗教施設の設置状況」に関わる陳情（閉会中継続審査事件） × × × × × × × × × × 不採択

22－９号「市歳入増」に関わる陳情（閉会中継続審査事件） × × × × × △ × × × × 不採択

22－16号 映像文化センターに関わる陳情（閉会中継続審査事件） × × ○ × × △ × ○ × × 不採択

※出席した会派の議員全員が、賛成：○、反対：×、出席した会派の議員の一部が賛成・一部が反対：△
※議員別の賛否は市川市議会のホームページに掲載しています。

※上記は予定であり、事情により
変更される場合があります。
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陳情の取り扱いの変更について
　市川市議会では、平成23年２月定

例会の審査分から、陳情の取り扱い

については、委員会に付託せず、各

会派へ参考配付することになってい

ます（平成22年11月25日議会運営委

員会決定）。なお、請願（紹介議員

のあるもの）は従来どおり取り扱わ

れています。
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